
日本国憲法制定過程ど

　　　　　　入江俊郎・佐：藤達夫文書

　戦後の混乱期に，内閣法制局の部長お

よび園長さらに長官とあV．・つ陸で要職を

にない，’ 坙{国憲法制定の作業に終始直

接関与された入江俊郎・佐藤達夫両氏所

蔵の文書類の寄贈を受けることができ，

すでに当館所蔵の幣原平和文庫の日本国

憲法剥定関係資料9冊ζを合わせると憲

’法制定に関する政府側の資料がほとんど

・収集されたζ二∫とになる。

　勿論，．それぞれの資料の中には重複し

ているものもあるが，互に補い合って貴

重なものが少なくない。憲法品題調査会

を中心とする制定過程の前期といわれう

’部分および憲法口語化に関する資料ほ入

江文書に多く，司令部草案を提示されて

からの後期における資料，更に憲法制定

後の一連の立法資料は佐藤文書に残され

　　　　　　　　　　　　　　　　　竪ている。、

　’しかも幸なことに，両氏とも制憲作業

の直接の関与者として，意齢してできる

だけ記録を残し，資料を保存することを

義務として努められていた。その結果，

鉛筆書きのメ・モの断片ま一でも保存される

ことになった。

　、入江文書では，新聞記事をはじめ関係

資料からの抜き書きをも集めて事項別に

資料を合綴し，一冊の厚さが10糎もある．

大回なものであるが，それぞれ付箋をつ

け，注記を丹念に書き加えている。文書

　目録の作成ウとは資料の年時が前後するも

’のもあったが，これらの合綴は．そのまま．

　　　　　　　　　　鰹翻i

活用した。「

　憲法制定当時入江氏に続いて法制局次

長を勤められた佐藤氏は，政府原案の起

草にあずかり，また，直接総司令部との

交渉にあたるなど重要な役割をつとめて

きたが，日本国憲法制定後は法制局長官

とレて戦後法令の立案作成にあたってい

るので，公務員法はじめ国会法など各種

・法令の貴重な立法資料もその文書に残さ

れている。入江氏の資料は氏の没後，

　「憲法成立の経緯と憲法忌め諸問題」の

タイトルのもとに憲法関係の論文とあわ

せて刊行されている。佐藤氏の3，000点

近い膨大な資料は，層 尠@関係のものは生

前，日本国憲法成立史2巻の出版に続き

雑誌「ジュリスト」81号より148号にわ

，たり非常に詳細に執筆公表されている。

また，公務員法関係の資料もその大半が

　「国家公務員法沿革史　資料編、1」に’

収載されている。

　入江・佐藤両文書とも資料整理が済

み；文書目録ができたので，両文書の資

料によって日本国憲法制定経過の概要を

追い，資料利用の手引きにしたい。な

．お，（入16）は入江文書目録の資料請求

番号であり，・（佐38）は佐藤文書目録り

資料請求番号である。また一部関係資料

には資料名のみ括弧を付けて注記したも

のもある。

　　日本国憲法制定経過のあらまし

　ポツダム宣言受諾後，その必要を予想』
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し七二閣法制局では9月18日にすでに憲

法問題め研究が非公式に始めちれた。

「終戦と憲法」．の入江氏の手書き草稿は

じめ憲法上の問題点を列挙したカーボン

複写の参事官会議の研究資料が残されて

いる（入2－1，佐1）。

　その後間もなく，外務省でも宮沢俊義

教授や矢部貞治教授からそれぞれ憲珠蘇

正について意見を徴した（外務省資料）。

　やがて佐々木惣一博士が内大臣府の依

嘱を受け10月23日に「帝国憲法改正の必

要」を作成した（入6，佐4）。　’

　これと前後して，発足間もない幣原内

閣にアッカーサー元帥より憲法改正の示‘

唆を受け，10，月27日に松本国務大臣を中「

心に憲法問題調査委員会を組緯し，憲法

問題の調査研究に着手した（入9，10，佐

5　”一11）o　，

　この委員会での論議を参考に，松本大

臣は，松本案を作成し（入15，、佐22～

25），2月8日松本案の要綱をその説明

書とともに総司令部に提出．した。しか

し，総司令部ではこの要綱の内容を非常

に保守的なものと受けとあマッカーサー、

ノートに基づき（佐30，454）司令部草案を

まとめ（ラウエル文書，ハッシー文書＞2

月13日日本政府に手交した（佐31～35）。

　この間，憲法改正に対する一般の関心

もたかまり12月下旬頃より1月．2月に

わたり各政党をはじめ民間団体の憲法改

正試案がつづいて発表されな（入11，佐

27’v29）．

　政府は2月19日あ閣議において，㌔司令

部から提示された草案について松木大臣

から報告を受け，その後連日の閣議で深

刻な討議を重ね2月26目，総司令部の要

求に応ずることに決定した。こめ閣議の

模様については，法制局次長どして陪席

し，直接これに接した入江氏の手書きの

メテがある（入16）6なお，この資料には

当馬閣議に列席した芦田厚生大臣の日記

の抜き書き，幣原総理大臣の伝記⑱抄写，

松本大臣，樽捨書記官長の口述筆記の写・

しをも資料として共に合綴保存きれてい

るが，研究利用に大変好都合である。’、

　憲法改正の方針が決定し，司令部草案

をもとに日本政府の憲法改正草案作成の．

作業が十四あらためて行われることにな

つtc。この作業は松本大臣と佐藤部長が

主に担当し，時には入江次長も参加し’

た。しかし，極東委員会の動向を考慮す

るヤ元帥の要請により，政府は極めて短

期間のうちに改正草案を作成し，3R4

日野司令部に提出した。これがいわゆる

三月二日案である（入15，佐37，38）。

　この改正案は日本文で提出されたの

で，この案の審論こついてはまず共同の

英訳作業からはじまり，’ひき続き確定案

の作成が夜を徹して佐藤部長と総司令部

の係官との間で行われ（佐38，45），3月

6日政府より憲法改正草案要綱が発表さ

れた（入15，佐38～44，47）。徹夜作業で

使われた英訳案等の原肇料は，審議にも

こと欠く傍ど部数が少ないうえ，、出来上

った案文は逐時閣議審議のため総理官邸

に持ち運ばれたためか佐藤文書に残され

ていないが，「3月4，5両日司令部即吟

ケル顛末」の佐藤氏の手記に当夜の審議

，の内容が書きとめられており，「深く項

を垂れて官邸に入る」と思いがけずもこ

の徹夜作業にひとり関与することになっ

た氏の深く重い思いが伝えられている。．

　要綱作成の作業は極秘のうちに進めら

れt5が，その後の成文化にあたっては各：
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省との打ち合せ（佐50）やまた，総司令

部との要綱の部分訂正交渉が度々行われ

た（佐58～68）。

　『この時期3月26目，国語改善団体の関

係者からの進言もあり，法制局部内の法

令の口語体平がな化の意見炉とりあげら．

れ4月17日には新しい憲法O’内容にふさ

わしく形式的にも民主化しようと口語体

・の憲法改正議案が完歯した（入17・28・

佐：藤70ん74，130）。

　当時極め七画期的な瞠目すべきこの憲t

法の口語化についそ，作家であり，貴族』

院議員であり，口語化の推進者の一人で

あった山本有三氏等と入江氏は恵法制定

後数年を経て，’その発案者とその過程を

あきらかにしておこうと度々会合をして

いるカミ，自らも口語憲法入江試案を残し

ている長官としてゐ入江氏の積極的な姿

勢が大きな要素になっていることは否定

でぎない。’　　　、　’．t　　　＼

　4月10日の総選挙の結果，吉田内閣が

誕生丁したが憲法制定作業はそξ）まX引き：

’つがれ，』5月29日枢密院め諮：訥に付され

た（入31～34，佐213～219）。，帝国議会

での審議に朱だって憲法問題担当の塗盆

大臣が任命され，また法制局では想定問

答熟考酬の械に峰さ測不35・
36，佐77～127）。

　6月20日第90回帝国議会に提出された

帝国憲法改正案は，本会議での総括審議

の後6月28日特設された衆議院特別委員

会に旨い℃審議が進められた（入37，佐

139，　145”一147）．

　この特別委員会には，ざらに小委員会

が設けら乳7月25日から主として斉党か

ら提出された修正案について審議が行わ

れた。こり小委員会は非公開の懇談会形，

式で行われ℃その議事録は一般た公開さ

れていないが，佐藤次長が立法技術上の

補佐役としてほとんど常時陪席し多々メ

モを残している（入39，佐150，151，154

～160）。それらは，褐色になったザラ紙．

に，罫紙に，また審議にのぞんで使用し

た帝国憲法改正案のヲピーの余白に細か

い鉛筆書きの文字でぎっしりと書き込ま

れている。

　特に27条の勤労権の頁には赤鉛筆，青

インクの書き込みも混ざり活淡な審議の

・模様が憎目瞭然と語られている。断片的

な書き込みの言葉も，入江文書を合わ津

℃みると，例えば，権利の後に補われた

義務の言葉一つにも，単に道徳的なもの

とする社会党と，人間形成の教育的なも

のとする民主協同党との激しいやりとり

があったことがうかがわれる。

　帝国憲法改正案は衆議院で修正議決さ

れた後，貴族院に送付され8月26日本会

－議に上程されだ（入43，44，佐193～

195）6衆議院での審議同様，貴族院でも

8月31臼から（特別委員会で，入41，42，47

佐ig7，207）、さらに，9月28日からは秘

密懇談の小委員会でそれぞれ審議されて

いる。衆議院の場合とちがって政府側の

事務当局は出席していないため，，当時発

表された資料しかないが，・小委員会委員

長であった橋本実斐委員のメモが近年に，

なって刊行された。（貴族院における審議

資料一橋本実斐委員メモー尚友倶肇部）

　・10月7日文民規定などの修正を加えた

貴族院修正案（佐208）は再び衆議院本

会議，枢密院本会議で可決された。これ

により仁恩憲法改正案として成享しく佐

210），11月3日公布（入46）；翌22年5

月3日より施行された。

　　　　　　（憲政資料室　渡辺恭子）
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